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序文 

  

IEC TS 61340-5-4 の初版は、2019 年に技術報告（TR）である IEC TR 61340-5-4 として発行さ

れた。日本ではこれを基に、同年に RCJS-TR-5-4 として発行した。その後、IEC TR 61340-5-4 は

技術仕様書（TS）へ改編され、2021 年に IEC TS 61340-5-4 として発行された。さらに現在、IEC 

TS 61340-5-4 の技術的改訂版（第 2 版）が審議されており、2026 年に発行予定である。本 RCJS-

TS-5-4 は、その最終版の審議文書を基に作成したものである。なお、「J」が付された注釈や図

は、原規格には存在せず、本規格において追加したものである。 

 

適合性確認は、ESD 管理プログラムのすべての要素を監視・測定するプロセスである。定期的

に適合性確認とその試験を行うことは、このプロセスの不可欠な部分であり、管理区域での様々

な予防策と装置類の性能が効果的に維持されていること、また ESD 管理プログラムが、組織の

ESD 管理計画に従って正しく履行されていることを確実にする。 

 

認定試験は、通常、管理された条件下、一般的に試験所環境下で行われ、業界で認められた基

準を使用して行う。適合性確認試験は、組織の要求事項に適した試験方法を使用して、運用環境

下で実施される。適合性確認試験では、認定試験の方法を使用することもあるが、簡単な装置と

手順を使用してもよい。精度が重要であることに変わりはないが、それと同じくらい重要なのは、

組織の通常業務を中断することなく非破壊で試験を実施できる能力である。 

 

この文書は、ESD 管理用アイテムとシステムの適合性確認試験に使用できる装置と試験方法に

ついて説明し、ESD 管理用アイテムの適合性確認手順に関する注意点をユーザに示している。 

 

 

  




